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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成20年1月31日(2008.1.31)

【公表番号】特表2002-532208(P2002-532208A)
【公表日】平成14年10月2日(2002.10.2)
【出願番号】特願2000-589243(P2000-589243)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ  25/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｍ   1/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｍ  27/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｍ  25/02    　　　Ｌ
   Ａ６１Ｍ   1/00    ５１０　
   Ａ６１Ｍ   1/00    ５４０　
   Ａ６１Ｍ   1/00    ５６０　
   Ａ６１Ｍ  27/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成19年11月27日(2007.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　患者の身体の人工空洞を通る少なくとも一つのドレーンの保持装置で
あって、場合によっては出る分泌物を集めるための少なくとも一つの収集室（１０；３０
；４０；６０；６２；７０）と、身体に固定して各収集室を囲むように構成されたベース
（１１、３１、４１、６１、７１）と、ドレーン（２、５、８）または同等物を通すため
に収集室内にある少なくとも一つの孔（１２；３２；４２；７３；７４）とを含み、前記
孔の軸をベースの面に対して垂直にしないことにより、ドレーンを湾曲可能にして患者の
身体に対してドレーンを配向可能にすることを特徴とする装置。
　　【請求項２】　前記収集室は、ベースの面に対して傾斜した上壁を含み、前記孔が、
この上壁を貫いて構成され、壁とベースとからなるアセンブリは、ベースが患者の身体（
２０）で支持されるまでドレーン（２）の上部に沿ってスライド可能にされていることを
特徴とする請求項１に記載の装置。
　　【請求項３】　ドレーンまたは同等物用の孔（１２；３２；４２；７３；７４）は、
ドレーン用のくり抜き（１７；３７；４７；６７；６８；７５；７７）を含む支持体（１
６；３６；４６；６５；６６；７６）によって延長されていることを特徴とする請求項１
または２に記載の装置。
　　【請求項４】　前記支持体の前記くり抜き（１７；３７；６７，６８）は、その軸が
、孔（１２；３２）の軸にほぼ対応するように配向されていることを特徴とする請求項３
に記載の装置。
　　【請求項５】　前記支持体の前記くり抜き（４７；７５、７７）は、その軸が、前記
孔（４２；７３、７４）の軸に対して傾斜するように配向されていることを特徴とする請
求項３に記載の装置。
　　【請求項６】　前記支持体（３６、４６、７６）は、連結された２個の部分から構成
されることを特徴とする請求項３～５のいずれか一項に記載の装置。
　　【請求項７】　前記支持体は、装置に対して所定の位置に固定するために、ドレーン
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または同等物と協働する手段を含むことを特徴とする請求項３～６のいずれか一項に記載
の装置。
　　【請求項８】　前記固定手段は、支持体（１６）の延長線上にあるスカート（１８）
から構成され、このスカートは、前記支持体のくり抜き（１７）の軸に向かって収束し、
好適にはスカートの末端にあるリム（１８ａ）によって、前記ドレーン（２）に設けられ
た横溝（２４）で係止されるように構成されることを特徴とする請求項７に記載の装置。
　　【請求項９】　前記固定手段は、前記支持体（３６、７６）のくり抜き（３７；７５
、７７）の壁に設けられた少なくとも一つの突起（３８；７８）からなり、この突起が、
前記ドレーンに設けられた長手方向または横方向の溝（８４）で係止されるように構成さ
れることを特徴とする請求項７に記載の装置。
　　【請求項１０】　ベース（１１）は、患者の身体と接する面（１１ａ）に接着層（１
３）を含むことを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の装置。
　　【請求項１１】　前記接着層（１３）は、ベースの外側に延長されることを特徴とす
る請求項１０に記載の装置。
　　【請求項１２】　前記接着層（１３）は、収集室（１０）を部分的に閉じるためにベ
ースの内部（１５）を越えて延長されることを特徴とする請求項１０または１１に記載の
装置。
　　【請求項１３】　前記接着層は、分泌物を吸収可能な接着ゴムからなることを特徴と
する請求項１０～１２のいずれか一項に記載の装置。
　　【請求項１４】　収集室（３０、４０）は、分泌物収集ポケットのための孔（３４、
４４）を同様に含むことを特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記載の装置。
　　【請求項１５】　収集室は、サンプル採取用の少なくとも一つの窓を含むことを特徴
とする請求項１～１４のいずれか一項に記載の装置。
　　【請求項１６】　重力によりドレナージュを促すように患者の身体に配向されること
を特徴とする請求項１～１５のいずれか一項に記載の装置。
　　【請求項１７】　分泌物収集ポケット用の孔を含む場合、分泌物が、ポケット側にド
レナージュされることを特徴とする請求項１６に記載の装置。
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